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1. 本事業の背景と目的 

1.1. 本事業の背景 

① 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（以下「化審法」という。）は人の健康を損な

うおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止する

ことを目的としている。化審法では、難分解性、高蓄積性、人又は高次捕食動物への毒性のある化学

物質を「第一種特定化学物質（以下「一特」という。）」に指定し、製造・輸入を原則禁止（許可制）

している。さらに、特定用途以外での使用禁止、政令指定製品の輸入禁止、一特を含有する製品の

回収命令等の措置を講じて、環境中への放出を回避している。 

 

②  残留性有機汚染物質に関わるストックホルム条約 

「残留性有機汚染物質に関わるストックホルム条約」（以下「POPs 条約」という。）は、2004 年の

条約発効後、 2005 年より締約国会議（COP）が隔年で開催され、条約実施全般に関する議論

が継続的に進められている。また、条約への追加候補物質の検討のために専門家による残留性有機

汚染物質検討委員会（以下「POPRC」という。）が設置されており、新規物質追加に関する審議が

毎年行われている。2023 年 10 月に開催された POPRC19 においては、中鎖塩素化パラフィン（以

下「MCCP」という。）、⾧鎖ペルフルオロカルボン酸（以下「LC-PFCA」という。）とその塩及び LC-

PFCA 関連物質（以下「LC-PFCA 等」という。）について、 POPs 条約上の位置付け（製造・使用

等の「廃絶」）が議論され、附属書 A（廃絶対象物質リスト）への追加を COP に勧告することが決

議された。 これを受け、 2025 年 4～5 月に開催予定の COP12 において、MCCP、LC-PFCA 等

（以下「対象物質」という。）の附属書 A への追加が議論されることになった。 

 

③  化審法における POPs 条約への対応 

POPs 条約において、化学物質が附属書 A に追加された場合は、締約国は事務局からの通知後 

1 年以内に国内担保措置を講じる必要がある。我が国においては、附属書 A に追加された化学物質 

について、審議会における審議を経て、化審法の一特に指定し、製造・輸入を原則禁止（許可制）、

特定用途以外での使用禁止措置を講ずるなど、条約を履行してきている。さらに、化審法では、環境

の汚染を防止するという法目的を達成するため、一特ごとに、海外における当該一特の使用の事情等

を考慮して輸入禁止製品を政令指定している（化審法第 24 条）ことから、そうした製品の指定につ

いても併せて実施することが必要となる。 
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1.2. 本事業の目的 

本事業では、POPs 条約の規制候補物質である対象物質について、化審法の一特に指定された際

に適切に措置を講じることができるよう、これら物質及びこれら物質を使用した製品の製造等の実態、

POPs 条約対象物質に追加された場合の国内への影響や課題を把握する。 
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1.3. 本事業の概要 

1.の状況を踏まえ、本業務は、対象物質の化審法一特指定に伴う対応検討のため、下記の調査等

を実施した。 

 

（1） 対象物質の国内における実態調査（アンケート調査） 

POPs 条約の規制候補物質である対象物質の製造・輸入事業者及びこれら物質（又は調剤）を

調達し製品を製造する事業者等に対してアンケートを行い、製造・輸入・出荷・在庫状況、代替時期

等（令和 4～令和 6 年度分）に関する情報を収集し、それらの結果を取りまとめた。 

 

（2） 関係業界へのヒアリング 

対象物質や対象物質を含む製品の扱いがある業界団体に対して、対象物質の代替状況、サプライ

チェーン全体での調整状況等についてヒアリングを実施し、その結果を取りまとめた。 
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2. 対象物質の国内における実態調査（アンケート調査） 

2.1. 概要 

対象物質の製造・輸入事業者及びこれら物質（又は調剤、対象物質を含む成型品）を調達し製

品を製造する事業者等に対してアンケートを行い、製造・輸入・出荷・在庫状況、代替状況等に関する

情報を収集した。 

調査の結果、対象物質及び調剤、対象物質を含む成型品を扱う複数事業者から回答を得た。 

 

2.2. 対象物質 

本調査における対象物質はPOPRC で POPs 条約の附属書 A への追加が勧告された MCCP、LC-

PFCA 等である。 
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2.2.1. MCCP  

MCCP を包含する、塩素化パラフィン (CP) としても知られるポリ塩素化 n-アルカンは、UNEP-

POPS-POPRC.19-2 において以下のように規定されている1。:「塩素化の程度と炭素鎖⾧分布が異

なる工業用化学物質であり、パラフィン原料に依存し、特定の用途によって部分的に決定される。CP は

そ の 鎖 ⾧ に 従 っ て 、 短 鎖 (SCCP:C10~C13) 、 中 鎖 (MCCP:C14~C17) 、 ⾧ 鎖 

(LCCP:C18~C30)に細分される。」 

本調査で対象となる MCCP は、C14~C17 であり、かつ重量比で 45%以上の塩素化率となるもの

を指す。なお、POPRC で示されている2、MCCP の非網羅的な CAS 登録番号一覧は添付資料 1 に

示すとおりである。 

また、POPRC のリスク管理に係る評価文書3によると、MCCP は表 2-1 に示す用途に使用されてい

るとの情報が存在する。 

  

 
1 UNEP (2023) Draft risk management evaluation: chlorinated paraffins with carbon 
chain lengths in the range C14–17 and chlorination levels at or exceeding 45 per cent 
chlorine by weight. 
UNEP-POPS-POPRC.19-2 
https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC19/Over
view/tabid/9548/ctl/Download/mid/26691/Default.aspx?id=19&ObjID=32718 

2 UNEP (2022) Additional information relating to the draft risk profile for chlorinated 
paraffins with carbon chain lengths in the range C14–17 and chlorination levels at or 
exceeding 45 per cent chlorine by weight. 
UNEP/POPS/POPRC.18/INF/10 
https://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC18/Overv
iew/tabid/9165/Default.aspx 

3 UNEP (2023) Additional information relating to the draft risk management 
evaluation for chlorinated paraffins with carbon chain lengths in the range C14–17 
and chlorination levels at or exceeding 45 percent chlorine by weight 
UNEP-POPS-POPRC.19-INF-5 
https://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC19/Overv
iew/tabid/9548/ctl/Download/mid/26712/Default.aspx?id=29&ObjID=32825 
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2.2.2. LC-PFCA とその塩及び LC-PFCA 関連物質 

LC-PFCA 等は、令和 5 年 10 月に開催された POPRC19 において、リスク管理に関する評価

及び POPs 条約上の位置付け（製造・使用等の「廃絶」）の検討が行われた。POPRC19 で検

討が行われた LC-PFCA 等のリスク管理に係る評価文書5において、LC-PFCA 等は以下のように定義

している。   

(a) 分子式が CnF2n+1COOH (8≦n≦20) の PFCA 及びその塩; 

(b) 前駆体であり、LC-PFCA に変換することができる任意の物質であって、ペルフルオロ化アルキル

部分が式 CnF2n+1（8≦n≦20）を有し、フッ素、塩素または臭素原子以外の任意の化学部分に直接

結合しているもの。 

本調査においても上記定義に該当する物質を LC-PFCA 等とみなし、調査対象とした。なお、

POPRC で示されている6、LC-PFCA 等の非網羅的な CAS 登録番号一覧は添付資料 2 に示すとおり

である。 

先述の POPRC のリスク管理に係る評価文書によると、LC-PFCA 等は表 2-3 に示す用途に使用さ

れているとの情報が存在するほか、特許情報等からLC-PFCA等が含有・使用される可能性のある用途

として、表 2-4 のような情報も存在することが報告されている。 

  

 
5 UNEP (2023) Draft risk management evaluation: long-chain perfluorocarboxylic 
acids, their salts and related compounds 
UNEP/POPS/POPRC.19/3 
https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC19/Over
view/tabid/9548/ctl/Download/mid/26691/Default.aspx?id=31&ObjID=32720 

6 UNEP (2023) Draft indicative list of long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts 
and related compounds. 
UNEP/POPS/POPRC.19/INF/9 
https://www.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC19/Over
view/tabid/9548/Default.aspx 
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2.4. 調査項目の設定及びアンケート調査票の作成 

調査項目は、令和 4 年度に実施された残留性有機汚染物質等市場状況調査事業の調査票及び

過年度の調査票を参考に、経済産業省化学物質安全室と協議のうえ決定した。アンケート調査票

（以下「調査票」という。）は以下の表 2-7 に示すように、本調査の全対象事業者が回答必須の項目

と、事業者属性別調査項目を設定し、エクセル形式のファイルとして各事業者属性用の回答シートを作

成した。 

  







18 
 

情報を回答済の 04_MCCP 調査票又は/及び 06_LC-PFCA 等調査票から 05_MCCP 調

査票（転送元情報）又は/及び07_LC-PFCA 等調査票（転送元情報）に転記し、調査

票一式（最低 7 ファイル）を出荷先へ転送 

といった対応が必要となる調査設計とした。なお、調査票の転送には転送不要条件を設け、以下のいず

れかに該当する場合は川下事業者（出荷先事業者）への調査票一式の転送は不要とした。 

 

【転送不要要件】 

・過去 3 年間（令和 4 年度～令和 6 年度）に対象物質（又は調剤製品）及びこれを含む製品の

取扱実績・取扱予定がない場合 

・工業的使用で対象物質（及び調剤製品）を用いて樹脂や他の化学物質を製造するが、取扱製品

に対象物質が含有されない場合。 

・取扱製品を海外へ輸出した場合。 

・取扱製品が、主として一般消費者の生活の用に供される製品の場合。 

・化学物質Ａを製造しようとする者が、その製造途上において、対象物質を得て、これに化学反応を起

こさせることによりその全量を化学物質Ａに変化させる場合。ただし、対象物質を得る事業所（原則とし

て第三者の道路によって分離されていない等、地理的に一体化しているものに限る。）内の閉鎖工程

（当該工程において対象物質が一連の化学反応装置外に出ることがないものをいう。）においてこれを

行うときに限る。 

 

図 2-2 に本調査の流れの全体像を示す。 

 

 

図 2-2 本調査の流れの全体像 

 

実施期間は令和 6 年 10 月 1 日から令和 6 年 12 月 25 日とした。  
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2.6.1. MCCP 

（１）回答状況 

 MCCP 又はその調剤製品、対象物質を含む成型品（以下「MCCP 関連製品」という。）の取扱があ

る事業者として、数百社程度から回答を回収した。 

また、現在は取扱がないものの、過去に取扱ありと回答した事業者も認められた。 

 

 

（２）製造量・使用量 

国内流通量の目安として、製造者の製造量及び調剤製品製造者の使用量（調剤製品製造量）

を年度別・業種別に集計した。その結果を図 2-3 及び図 2-4、図 2-5 に示す。なお、令和 6 年度の

値は調査票作成にあたり、年間値に換算して記載することになっていたが、提出された調査票では年間

値ではないと考えられるものも混在していたため、参考として掲載した。 

図 2-3 及び図 2-4、図 2-5 より、製造者では、令和 4 年の製造量は 1,600t 程度、令和５年の

製造量は 1,400t 程度であり、調剤製品製造者では、製造者の製造量の 10 倍程度の 14,000t～

16,000t 程度が使用されていることが明らかとなった。なお、上記数値には副生成物としての製造量も

含まれる。  
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図 2-3 MCCP の製造量（製造者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 MCCP の使用量（調剤製品製造者:化学工業及び石油製品・石炭製品製造業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 MCCP の使用量（調剤製品製造者:化学工業及び石油製品・石炭製品製造業以外の業種） 
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2.6.2. LC-PFCA 等 

（１）回答状況、サプライチェーン 

LC-PFCA 等又はその調剤製品、対象物質を含む成型品（以下「LC-PFCA 関連製品」という。）

の取扱がある事業者として、百数十社程度から回答を回収した。 

また、現在は取扱がないものの、過去に取扱ありと回答した事業者も認められた。 

 

 

（２）製造量・使用量 

国内流通量の目安として、製造者の製造量及び調剤製品製造者の使用量（調剤製品製造量）

を年度別・業種別に集計した。その結果を図 2-8 及び図 2-9 に示す。なお、令和 6 年度の値は調査

票作成にあたり、年間値に換算して記載することになっていたが、提出された調査票では年間値ではない

と考えられるものも混在していたため、参考として掲載した。 

図 2-8 及び図 2-9 より、製造者では、令和 4 年及び令和 5 年度の製造量は 420t 程度であり、

調剤製品製造者では 600～700t 程度が使用されていることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 LC-PFCA 等の製造量（製造者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 LC-PFCA 等の使用量（調剤製品製造者） 
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（５）事業者の課題意識及び要望 

LC-PFCA 等の化審法一特指定に係る事業者の課題意識について、MCCP と同様、記載内容の類

似性から MCCP と同様の 6 カテゴリーにグルーピングを行った。課題数を集計し、属性別、カテゴリー別で

その構成比を整理したものを図 2-11 に、課題意識をカテゴリー別に表 2-18 に、要望を表 2-19 にそ

れぞれ整理した。 

 

グルーピングの 6 カテゴリー（再掲） 

・化審法のスコープ 

・コスト 

・サプライチェーン 

・対象物質のスコープ 

・適用除外 

・その他 

 

図 2-11 より、いずれの属性においてもコストに関しての課題意識はみられず、化審法のスコープ、サプ

ライチェーン、対象物質のスコープが主要な課題であることが明らかとなった。また、サプライチェーン川上側

である製造者及び調剤製品製造者では、対象物質のスコープやサプライチェーンという回答は見られな

かった一方、川下側である使用者②では対象物質のスコープが最も回答数が多くみられた。このことから、

サプライチェーン上でのポジションによって課題意識の傾向に差異が生じている可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 事業者の課題意識の傾向 
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業界団体 B 

MCCP を CAS 登録番号で特定できないという点がサ

プライチェーン調査や含有管理の難易度を上げてしまう

要因となっている。 

業界団体 C 

プレスパンチでは、成型の際のキズ防止や金属同士の

付着や溶着防止のため、塩素系の加工油が必要とな

る。難燃剤については、基本的に代替自体は可能だと

考えられる。可塑剤で一部代替不可の場合がある可

能性があるが、現状把握はしていない。 

業界団体 D 
部品毎でどういった材料、用途等で作られているかを全て

把握する必要があり、MCCP の用途特定は困難である。 

対象物質が化審法

にて規制された際の

影響 

業界団体 A 
副生成物として含有される製品も販売禁止となると業

界への影響は大きいと考えている。 

業界団体 B 

MCCP については、金属加工油及び材料としての

LCCP 中の非意図的生成物について、何らかの配慮が

なされれば業界への影響は小さいとみている。化審法と

連動して「MCCP 含有部品」が輸出禁止となった場

合、国外に販売済みの製品のスペアパーツの供給がで

きなくなることの影響も大きく、会員企業からも懸念が

多く寄せられている。 

業界団体 C 

難燃剤としての MCCP 使用は樹脂部品がほとんどであ

り、本業界の製品には必須部品である。MCCP はデク

ロランプラスと用途が類似しているが、MCCP では数倍

の規模の使用量であると考えられることから、規制影響

も非常に大きなものとなることを危惧している。 

業界団体 D 

MCCP はゴムや塩化ビニルにも含有されるため、MCCP の

規制は配線レベルからプラスチック部品まで、非常に多くの

部品が影響を受ける。 

各社や業界として化

審法適用除外申請

の予定の有無及び

懸念点の有無 

業界団体 A 
LC-PFCA 等の意図的含有はないため、適用除外申

請の予定なし。 

業界団体 B 
国際条約で認められている exception を認めてほし

い。 

業界団体 C 

金属加工油の代替については、部品を加工してみない

と代替品が適用可能か、エッセンシャルユースの申請が

必要か判断できない。 

業界団体 D 
エッセンシャルユースは上流のメーカーで実施するため、化

審法適用除外申請予定はないと想定している。 
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対象物質規制に係

る課題意識 

業界団体 A 

非意図的含有については分析を行う必要があるが、

C18 以上の LC-PFCA については実用に耐える分析

法が存在せず、また標準物質が限られることが懸念事

項である。 

業界団体 B 
代替が難しいというよりはサプライチェーン調査や管理が

難しいという点が課題である。 

業界団体 C 

製 品 含 有 化 学 物 質 管 理 に 当 た っ て は 、

chemSHERPA を利用しているが、2024 年 7 月に

chemSHERPA に新規登録された MCCP もあり、新

規登録 MCCP については情報伝達が始まったばかりと

認識している。 

業界団体 D 

MCCPの用途特定が困難であり、各社対応に苦慮してい

る。POPs 条約以外の規制が無いため、MCCP の使用に

関する全体観把握はこれからである。 

業界特有の課題点

等の有無 

業界団体 A 

POPs 条約では C9-21 が規制対象だが、分析法や定

量化が困難であることから、化審法では C9-14 まで減

縮された法規制を希望する。 

業界団体 B 
化学製品には存在しない概念である「スペアパーツ」の

扱いには配慮してほしい。 

業界団体 C 

サプライチェーンが⾧く、代替完了までに時間がかかるた

め、政令指定は実態を考慮した猶予期間を設けてほし

い。 

業界団体 D 

サプライヤーが国内だけでなく海外に存在するところが課題

である。POPs 条約の規制に関する方針は国によって異な

り、中でも中国や東南アジア地域における代替状況まで

把握することは難しい。また、切り替えまでの準備時間が

短いという点も大きな課題である。 

その他不明点等 

業界団体 A 特にご意見なし。 

業界団体 B 
LCCP 中の MCCP の非意図的生成に対する配慮を希

望する。 

業界団体 C 
エッセンシャルユースにかかる手続きやスケジュール感が

わからない。 

業界団体 D 

MCCP は使用部位や実態の把握に加え、MCCP そのも

のの製造の実態把握ができていないという課題がある。ま

た、規制対象となる MCCP リストが明確になっていないこと

も課題である。 
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4. 考察 

① 対象物質を扱う事業者のサプライチェーン 

本アンケート調査では、製造者～最終ユーザーに至る、対象物質を扱うサプライチェーン上に存在する

多くの事業者から回答を回収した。その結果、MCCP、LC-PFCA 等ともに製造者は数社程度であるも

のの、末端の最終ユーザーでは百社を超える非常に幅広なサプライチェーンであることが明らかとなった。ま

た、アンケート結果からは、MCCPでは潤滑油や加工油、電線被覆等に、LC-PFCA等では熱媒体、成

型品の信頼性試験用溶液といった広範な用途でそれぞれ用いられていることも明らかとなっており、このこ

とが対象物質や対象物質を含む成型品等を取り扱う事業者のサプライチェーンが⾧大になる原因である

と考えられる。なお、MCCP では 1 つの MCCP 製品が、接着剤や塗料など、調剤製品の段階で複数の

用途に分化することから、単純に MCCP 製品と末端ユーザーでの用途が 1:1 対応していないという点も

特徴的である。 

特に MCCP ではサプライチェーンが幅広かつ複雑であるという点が顕著であり、この点こそがアンケート

の回答やヒアリングにもあったように川下事業者のサプライチェーンを通した状況把握や情報伝達を困難

にしている原因であると考えられる。なお、LC-PFCA 等については、MCCP ほどサプライチェーンは幅広か

つ複雑ではないものの、添付資料 2 で示したように POPRC で提案されている対象物質の多さが事業者

にとって状況把握を困難にしている一因であると考えられる。 

 

② MCCP 及び LC-PFCA 等の製造量 

2.6 で示した製造量又は使用量の関係は MCCP、LC-PFCA 等いずれも（製造者の製造量）＜

（調剤製品製造者の使用量）であった。この「製造量」や「使用量」は含有率を考慮していない（含有

率 1％の製品と含有率 80%の製品いずれも製造量が 100kg であれば 100kg として集計）、対象

物質を含む製品全体での集計値である。そこで本項では、製造者、調剤製品製造者それぞれがどの程

度の量を対象物質ベースで製造、使用しているのかを確認するため、本項では含有率も加味して製造

量及び使用量の精緻化を行った。なお、精緻化にあたり単位が kg 以外で製造量が記載されているもの

は除外した。 

MCCP に関して精緻化を行った結果は図 4-1 のとおりであり、精緻化を行っても依然として（製造者

の MCCP 製造量）＜（調剤製品製造者の MCCP 使用量）であった。MCCP がすべて国内製品で

あった場合、対象物質ベースでは（製造者の MCCP 製造量）≧（調剤製品製造者の MCCP 使用

量）となるべきであるが、精緻化の結果からは製造者の（国内）製造量は調剤製品製造者の使用量

の 1/10 程度以下であり、調剤製品製造者の需要の概ね 9 割以上が輸入品である可能性が高いと考

えらえる。 

なお、令和 4 年度の報告書7によると、2020 年度における日本での製造・輸入数量は 2,500t 程

 
7 経済産業省 令和４年度化学物質安全対策 （規制化学物質に関する国際的な動向調査）報

告書（https://www.meti.go.jp/meti lib/report/2022FY/000291.pdf） 
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度であることから、概ね調剤製品製造者の使用量は妥当な値であると考えられる。よって、本アンケート

では捕捉できていない輸入業者が存在している可能性があることが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 MCCP 製品の製造量精緻化結果 

 

LC-PFCA 等についても同様に精緻化を行った結果、図 4-2 に示すように（製造者の LC-PFCA 等

製造量）＞（調剤製品製造者のLC-PFCA等使用量）となった。そのため、調剤製品製造者が使用

する LC-PFCA 等は国内製造品が主であることが示唆される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2  LC-PFCA 等製品の製造量精緻化結果 

 

③ 代替品 

2.6 で記載したように、MCCP、LC-PFCA 等ともに代替品の有無について「分からない・未記入」とい

う回答も一定数存在したが、その中には、「代替品の調査・評価中」のため「分からない」とした事業者や、

非意図的に含まれるのみであるため「分からない」と回答した事業者も存在した。そのため、集計結果を
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解釈するうえで「分からない」と回答した（未記入であった）事業者であっても、現状把握や代替品切り

替えに向けた対策に取り組んでいる事業者も一定数存在する可能性があるという点に留意が必要であ

る。表 2-12 や表 2-17 にも示したように、MCCP、LC-PFCA 等ともに使用者②では今後の対応未定

との回答数が使用者②の全回答数の半数程度以上を占めており、このことからも使用者②では各社製

品含有物質に係る調査や対策が進行中であると考えられる。 
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